
  【佐世保市福祉事務所】訪問看護要否意見書の記入について

この欄は記載不要

は必ずご記入ください。

出力された意見書を添付される場合は、原本の裏面に糊付けしてください。

添付される様式は、必要記入項目の記載があれば任意の様式でかまいません。

問合せは「担当員」まで

新規：保護申請中の世帯

令和８年２月から様式が変更になりスペースは狭くなりましたが、訪問看護の要否を確認

するため、下記の内容につきましては、具体的な記載をお願いします。

急性憎悪時等の状態、経過、今後の治療方針に基づき訪問看護でなければならない医療ケ

アの内容と期待される効果等です。

この欄は記載不要

初回の開始

日。本意見

書による開

始日でない。

印鑑は不要

最⾧６か月

この期間以降の要否

どちらかに〇を記入

必要な回数を〇するか、

括弧内に回数を記入

※介護保険の訪問看護のみ利用する場合は、要否意見書の記載自体不要です。

介護保険に該当する場合は連絡をお願いします。


